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特集　現代の財政政策

［調査］　年金改正と今後の課題

　厚生年金および国民年金を改正する法案が一部修正の

上で昭和59年12月に…衆議院を通過し，現在，参議院で

審議中である。改正案には新しい考え方が随所に織り込

まれている。また，共済年金制度改革検討委員会は昭和

59年10月に「共済年金制度改革の方向」と題する報告

書（試案）をとりまとめ，関係審議会に提出した。この報

告書では，公的年金制度の一元化を展望しっっ制度改革：

案を進めることが留意され，現在参議院で審議中の改正

をベースにした共済年金の抜本的な改革試案が提起され

ている。

　本稿では，主として厚生年金・国民年金の改正法案を

とりあげ，まず，その主要内容を調べる（第1節）。つい

で改正案の背後にある考え方を整理し，予想される改正

の影響をいくつか論じてみたい（第2節）。さらに改正案

に残された今後の課題についても検討する（第3節）。な

お，共済年金の改革試案については必要に応じて言及す

るにとどめた。最後に補論として公的年金の基本性格に

ついて考察する。この問題は公的年金を議論するさいの

共通のフレームとしてきわめて重要であると思われるの

で，あえて触れることにした1）。

　　　　　　　1改正案の主要内’容

　1．1　改正案の狙い

　厚生省の説明によると，今回の改正案は，わが国の人

口高齢化が一番厳しくなる21世紀前半を年金制度がう

まく乗り切れるようにするための，制度の安定基盤づく

りを基本目標としている。現行の年金制度はすでに肥満

ぎみであるので，贅肉をおとそうというのである。「給

付の適正化」といわれているものは，実はこの贅肉おと

しにほかならない。

　年金制度の安定をはかり，制度に対する国民の信頼を

　1）　改正案は衆議院で一部修正をうけたが，本稿で

は昭和59年3月に国会に提出された政府原案を考察
の対象としている。この点，あらかじめお断りしてお

きたい。なお，本稿の基礎となった研究に対して21世

紀文化学術財団から研究費の助成をうけた。記してお

礼を申しあげる次第である。

回復させるためには，公平性を確保することがきわめて

重要となる。今回の改正案は，分立している各制度に共

通の土台を設定して交通整理をはかり，これまで不満の

多かった制度間格差の是正を試みようとしている』これ

が第2の狙いである。

　1・2　改正への基本姿勢

　改正案では既得権が最大限に尊重されている。すでに

受給している者の年金（既裁定の年金）や，これらすぐに

受給することになる年金は，これまでどおりである。改

正案が調整の対象としているのは期待権のみに限られて

いる。

　給付調整ρ）基本的な方針は以下のとおりである。まず，

給付水準については現状で足踏みをさせ，平均加入期間

（厚生年金）または加入可能期間（国民年金）の伸長分は給

付単価・給付乗率の切下げによって相殺する。つぎに，

厚生年金において夫婦と単身の給付分化をいっそう徹底

させる。さらに，併給調整を断行し，重複給付・過剰給

付を排除する。なお，障害年金や有子寡婦に対する遺族

年金については大幅改善をはかって，給付の重：点化に努

める。

　他方，負担については保険料を段階的に引き上げてい

く。これは従来どおりである。ただし国庫負担は，各制

度に共通する土台部分の給付に集中し，制度間格差を解

消させる。

　全体として，現行制度からいかにして円滑に移行させ

るかについてきめ細かに配慮しようとしている。21世紀

に向けてのなだらかな移行，これが改正案の基本的姿勢

である。

　1・34本の柱

　改正案は4本の柱によって構成されている。その内容

は，①制度体系の再編成　　基礎年金の導入，②給付の

適正化，③婦人の年金権の確立，④障害年金の改善，で

ある。ここでは，①②についてのみ簡単な説明をしてお

こう。

　1・4　基礎年金とは何か

　分立している各制度に共通の土台をあたえるため，今

回の改正案は基礎年金の導入を提案している。これは定
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額（1人月額5万円）の一律給付を基本的内容とする年金

である。なお，基礎年金は給付の名称であり，・国民年金

とか厚生年金とかの制度の名称ではない。

　1・5基礎年金の導入による年金制度の再編成

　現行制度では，自営業者・農民は国民年金に加入する

一方，民間サラリーマンは厚生年金保険に加入すること

になっている。また，公務員等はそれぞれ共済年金に加

入している。制度はいわばタテ割りとなっており，職業

別の集団を基本単位に分立しているのである。なお，サ

ラリーマンの妻（専業主婦）は，国民年金に任意加入でき

ることになっており，実際に7割程度の妻が任意加入し

ている。

　今回の改正案では，基礎年金を導入することによって

分立している制度の壁に風穴をあけ，制度間の交流をは

かろうとしている。すなわち，各制度に共通する基礎年

金を国民年金制度から給付しようと提案しているのであ

る（ただし，共済グループに対する基礎年金給付は改正

案に含まれていない。これは別途，検討されている）。

このような措置によって国民年金の適用は民間サラリー

マンにも拡大される。民間サラリーマンは国民年金と厚

生年金に二重加入する形となる（第1図参照）。なお，こ

れまで任意加入であったサラリーマンの妻も全員が国民

年金に加入することになる。

　このようにして国民年金は国民のすべてが文字どおり

全員加入となる新制度に再編成され，各制度に共通する

土台としての基礎年金を給付するものに切り替えられる。

　民間サラリーマンの年金はこれまで，定額部分と報酬

比例部分および配偶者加給年金から構成されていた。改

正案では，このうちの定額部分と加給年金を（新）国民年

〔自営業者〕

第1図制度の再編成
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三から給付する2つの基礎年金に衣がえする一方，報酬

比例部分はこれまでどおり厚生年金から給付することに

している。厚生年金は，原則として労使の負担する保険

料のみを財源とする職域年金に再編成され，2階建年金

の2階部分のみをになう制度に変わるのである（第2図

参照）。なお，船員保険の年金部門（職務外）は厚生年金

に吸収することも予定されている。

　1．6　基礎年金の財政　　　　　　　　　　ヨ

　基礎年金は，世代と世代が助けあうという公的年金本

来の趣旨2）に基づいて財政運営される（第3図参照）。給

付は国民年金から支給される一方，財源は各制度が加入

者総数に応じて頭割りで平等に持ち寄ることになる。す

なわち，自営業者・農民等はこれまでどおり加入者1人

ひとりが国民年金保険料を支払い，その保険料が基礎年

金の財源にまわされる。民間サラリーマンおよびその妻

（専業主婦）の基礎年金負担分は，厚生年金制度が一括し

て納付し，拠出金（国庫負担を含む）として基礎年金勘定

に繰りこまれる。したがって，この場合，民間サラリー

マンとその妻が国民年金の保険料を1人ひとり個別に納

付する形をとらない。この結果，これまで任意加入して

いた専業主婦は保険料納付が不要となる。民間サラリー

マンの妻（専業主婦）に対する基礎年金給付は，加給年金

が1人前の年金に変わったものであると考えればよい。

　国庫負担は，原則として基礎年金の給付財源に集中一

元化し，給付額の3分の1を賄うことが予定され，ている。

この3分の1という割合は，現行国民年金給付に対する

国庫負担分と同じである。ただし，厚生年金に対する特

別給付（60歳代前半層）が当分の間つづけられ，また，昭

和36年以前の加入期間にかかる給付は厚生年金から支

給されるので，これらの給付に対する国庫負担は残され’

る。国庫負担分が絶対額として現在の金額より減ること

はない。

2）詳しくは補論を参照されたい。



138 経　　済　　研　　究

第3図　財政の仕組み（基礎年金）
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　このように基礎年金給付の3分の1は国庫負担によっ

て賄われるので，保険料を財源とする部分は給付の3分

の2になる。なお，厚生年金からの拠出金は，第3図に

おける第1号被保険者（自営業者等）の数を五万人（ただ

し保険料免除となっている者を除く），第2号被保険者

（民間サラリーマン本人）の数をB万人（ただし20歳以

上60歳未満の者に限定する），第3号被保険者（専業主

婦等）の数を0万人とそれぞれおくと，基礎年金総額P

に

　　（B十〇）／（孟十B十〇）

を掛けた金額が予定されている。加入者（保険料を負担

している者）が頭割りで財源を持寄ると先ほど述べたが，

それはこの拠出金算定式に示されているのである。なお，

共同負担の対象となる給付費には新法施行後の基礎年金

給付費および昭和36年度以降における基礎年金相当分

の給付費が含まれる。後者はこれまでの国民年金給付

（寡婦年金・死亡一時金・付加年金などは除く）および厚

生年金における基礎年金相当分で構成されている。民間

サラリーマン本人も国民年金制度の発足時から国民年金

に加入していたとみなしているのである。36年4月1日

に拠出制の国民年金は発足した。この発足時に基礎年金

があたかも設計され’ていたと考えて，それ以降の期間を

基礎年金の算定対象としよう，これが改正案の考え方に

ほかならない。

　1・7　給付調整

　改正案の第2の柱は，給付水準の調整である。給付水

準を調整するにさいしては，現行水準での足踏みを主眼

とし，具体的には生年月日方式とよばれる方法が採用さ

れた。生年月日が違えば，同一の加入期間であっても給

付額は異なるのである。

　まず，これまでの国民年金における老

齢年金は老齢基礎年金に変わる。この基

礎年金は25年以上の加入可能期間のす

べてに加入し，保険料を納付した者に対

して月額1人5万円（昭和59年度価格）

が支給される。すなわち，基礎年金月額

の計算式は

　　　　　保険料納付年数
　5万円×　　　　　　　　　　　　×スライド率
　　　　　加入可能年数

となっている。

　ここで，加入可能年数は国民年金の歴

史が浅いために生年月日が異なれ’ば違っ

ているのが現状である（第1表参照）。国

民年金は20歳から59歳までの加入が原

則となっているが，大正15年度生まれの者は最大限25

年しか加入できない。昭和ひとけた生まれになると加入

可能年数は長くなるものの，それが40年となるのは昭

和16年度生まれの者からである。そこで，加入可能期

間が25年の者から月額5万円（65歳支給開始の削合，す

なわち昭和66年度から受給する柱舞）の年金を支給する

ことにするものの，将来は加入可能期間が40年になっ

ても40年加入で月額5万円の年金しか支給しないこと

にする。つまり，加入可能期間の伸長分は給付単価（保

険料納付年数に対する定額の給付乗率）を同率だけ引き

下げることによって完全相殺をはかる。これが改正案の

考え方にほかならない。

　なお・加入可能期間が25年未満の者の基礎年金は従；

来どおりであり，月額5万円（59年度価格）とはならない。

　　　　　　第1表加入可能年数（国民年金）

生年朋㈱1施行時・聯 加入可能年数（年）

2．4．1まで

3．4．1まで

4．4．1まで

5．4．1まで

6．4．1まで

7．4．1まで

’8．4．1まで

9．4．1まで

10，4．1まで

11．4．1まで

12．4．1まで

13．4，1まで

14．4．1まで

15．4．1まで

16．4．1まで

16．4、2　以降

59歳以上

58歳
57歳
56歳

55歳

54歳
53歳

52歳

51歳
50歳

49歳
48歳
47歳

46歳
45歳
45歳未満

5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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昭湘61蝿

昭穂81年

伽算

12。6万円

　夫

　昭和1瓠年
　妻
5万興

　漣」．覇該嘩に6◎歳に逮した問年齢の央婦が65歳から愛総する年金

　　　　類（驕知5駐年獲価絡）●　・

　　　2．婁｝瀧行筋め公的年金引入期関がない場査。

　つぎに畏闇サラリー・マンの年金はどうなるか。簿生年

金加入者のうち在職中の平均月奴（平均標準報酬薄鶴

税込み）が25万鵜00円（59年度聯絡）とな．る標準的な男

性を例にとってその旧臣月額の鰐来をみると，第4図お

よび第5踊のようになると予短されている（山脚黍彦［9］

　　　　　　　　　　第6図　給付水準の調整

三

分

（紹租61年の標購年金額）

　　32年鯛入’

　　綴酬比鱗部分
　　　81，300円

（露594刃円×童論x32年〉

　　　短額藻～分
　　　76β00円
　（2，40（》P婆×32年）

　。・　　重1三1

撫給年禽
15，◎αo瑚

の闘解を引屠〉。総三月額嫁平均鋤入門闇が今後におい

て伸長することになっても，現行水準の17万5000円蘭

後（瀕七六拙楕，夫婦2人分）にすえおきとなる（第6國

参照）。給付額はほとんど変わらない噛のの，構成内容

は徐々に変わっでゆ1〈。すなわち，今後は本人分の給付

をしぼりこむ一ガ，妻の湘給年金を基礎年金に衣がえし

て拡大をはかる（経過期魏中は加算つき）。挙身者と央婦

の給付を水準分化しようというのである9

　ζこの綴では，妻が専叢撚であり國昆年金に俊意茄

入しでいないこaが想定されている。門門労金にこれま

で寸意掬入している場合には，四分の聡1こエでめ例よ

りも給付額は高kなる（25年の任意諏入選能期間のすべ

てにおいて保険料納付した央婦で月額21万円弱，65歳

支給舗始の場合）。ただし，蝿間サラリーマン炎婦の標

準年金：は共働量でないゆぎり将来・17万600◎1讐程慶

（鰯和59年度樋格）に調整される予定であるΩ

　在職中の平均月堰がこζでの例とは違う者格多い。そ

こで，畏欄サラリーマ．ン本人分の給付算鑓式を以下に円

しておこう。サラリーマン本人の年金月額はふたつの紛

付（1階部分と2階部分）を足しあわせ旗金額に等しい。

まず1階部分は

　　定額挙綴×加入年数×スライド率

で計算される。ただし，定額単価は蛋年月朗廷に金額が

異なる（第2表参照）。大正15年慶生まれの者の定額単

強は2，㈱円であ醜のの，生年下聞が1年遅れるごと

に単価を少しずつ切吟下げていき，磯門口年度以降に

生まれた者の単価を1β50円にする（金額はいずれも曙

寧和59繕渡1鱒絡）。このように切り下げていくのは3定額

部分の隼金額が現在，工人分の墓丁年金額（粗野5万円〉．

よ稿いため給付水準の単身化紐漏・ろうというの℃あ

る。給付調整には2◎年の経過期閥が般けられている。

　　　　　　なお塁基礎隼町；橋四分は，この1階二分に

〔戚熱時あ擦準年金額〕
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　っ蒼に乞階部分慧老齢厚生年金と敗称謂

れ，その給付二巴は

　　門付乗率×平均月収×加入年数

　　　　　い×スライド鄭

となっているの在職中の月叡は，年金受給

者となった聴㌧戴の賃金で読み・かえられ・て平

均同額が弊出置れる。これは，騰来ど霜り

である◇他方ザ給付棄率は現准1％（加入，

1年で月取の1％の年金につながる）であ．

るが，これを鱒年かけて徐々に切り下㌧げ婁

将来は0．75％にする予建である（第2嚢夢

掲．
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照）．。平均加入期間が30年の徴代には30年加入で在職

時賃金の30％を保障する一方，平均加入期間が40鋸の

世代（紹和21年度以降に生まれた世代）に縁46年加入で

在職時賃金の3Q％を保障するにとどめようというので

ある。40年加入は，事実上，蜘入可能期聞の上限を慧

回するので，2階面分の給付は将来において従前賃金の

30％どまわとなろう。

　工8将来の保険料負担

　国罠年金の保険料は昭和61年度から1人月額6，800

円に引き上げられる。その後は毎年300円ずつ引き上げ

てい㌫将来は1万3000円程塵の負担まで必要となる

（金額はいずれ鳶昭和59年慶胡琴。第7図参照）。現行

制度にお裕ては，毎年350円（昭和55年度価格）ずつ引

き上げているので，改正案によって毎年の負組増は4分

の工程度が緩和されることになろう。将来の三脚も2万

円弱が1万5000円程度まで引き下げられており，魚撮

増はおよそ3分の1種度がカットされる勘定であるgな

お，圏昆年金保険料はこれまで3ヶ月分ずつ納めていた

が，今後については毎肩納付に切り替えることが検討さ

れている◎

　澤：生年金保険寧斗（一つ股男子）は昭和60年10月から12．4

％（労使込み）へ引き上げられる。現行水準よりL8％増

とな．る。女子の傑険料は6の年ユ0弩から9・2％とな参，

　円
2e，OOO

15｝QGO

1Q，000

5，QO◎

ゴ＆5◎o円

（昭稲59年度価格）

王9，500円　改踊宵

敗正後

右，800円

13毎OO◎円　　　　13，000円

（注）　給付改正率を5％，利率を
　　7拓と仮定してある。
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90　　　　1◎Q

それ以後も毎年，男子の料率に並ぶまで0．2％ずつ引き

上げてゆく。保険料負擦の男女野栄を解僻すもことは前

園改正で早手された。ただし，これまでは毎年（L1％の

引上げであゆたものをα2％の引上げに変え，調整ス¢

噌ドを速めることが予定されている。なお，60年10拷

から標準報酬月額の下限は4万5000円から6方800◎円

　　　　第8國　保険料率の見通し（厚盗年金保険）

％
0

　
4

30

20

三〇

　　　38．8霧

　　　改正前雇
　　　　　　看

　　　一　　ゼ35．9％
　」
　ド　改正後
酬r』（60歳支給）

　　’　一一一28．9％
　馬　　　　　嚢

　　　　惇65歳支給
　　　　　仮定した場合
　　　　　　ドののの　　　　　　一鞠卿」　23．9駕、

　　網戸レ
「一」

　19．⇔％

　　　　一
士圃三門…徽・・と
　　　　　2．65歳支給と仮定した場合は，支
　　　　　給閣始年齢を，昭稀73年変から昭
　　　　　瀦85年度までの間に65歳まで段階
　　　　　的に引きま二げていくものと仮定しで
　　　　　ある。

61　　　70
昭織（年度）

80 90 1◎◎

嘉

・ゆ　’

鯵5



●

■

◎

●

Apr．1985 年金改正と今後の課題

へ，上限は41万円から47万円へそれ，それ引き上げられ

る。

　厚生省の試算によれば改正案によって将来の保険料は

29％弱（60歳支給開始の揚合）あるいは24％弱（65歳支

給開始の閉合）まで引き上げることが必要となる。現行

制度のままでは39％弱までの負担となっていたので，

負担増は4分の1（ないし5分の2）がカットされること

になる（第8図参照）。

2　改正案の特徴

2・1基礎年金構想と平等主義

　基礎年金は平等を追いもとめる年金であり，同一世代

に関するかぎり「負担の平等と給付の平等」を原則とし

て貫こうとしている。負担が同じであれば，職業や身分

あるいは所得階層さらには男女の違いを乗りこえて給付

の平等を実現しようというのである。これまでは，分立

する年金制度に共通の土台がなかったため，平等主義を

貫くことは困難であった。また，人びとは自分の属して

いる年金集団の内と外で異なる対応をしがちであった。

集団の内部では連帯心がきわめて強いものの，隣りの集

団や遠くの集団とは連帯するよりも競争一本やりでやっ

てくるという性向が強かった。基礎年金は高齢者（およ

び遺族・障害者）に対する最低所得の保障に関するかぎ

り，このような性向を改め，平等主義を貫こうと問いか

けているのである。

　基礎年金は無条件の平等を追いもとめてはいない。給

付の平等を実現させるためには負担の平等を条件とする。

これが改正案の考え方である（基礎年金の財政が社会保

険料方式で運営され，税方式で運営されないのは，この

ためである）。他人との違いにはどんな細やかなことで

あっても敏感であるといわれている日本人にとって，こ

のような条件づけは無条件の平等給付よりも受け容れや

すいと思われる。

　ただし，平等主義を実現するためには国民の1人ひと

りが身銭を切らなければならない。この意味で，平等主

義を実現することは決して容易でないだろう。この点を

もう少し具体的に論じることにしたい。

　基礎年金構想の追いもとめる平等主義は，あくまでも

同一世代内部に関するものである。世代が異なるとき，

負担の平等を条件にした給付の平等はかならずしも貫徹

されていない。むしろ基礎年金は世代と世代が社会全体

として助けあうことを基本線にしている。それゆえ，入

口高齢化が進行している段階で平等な給付を保障するた

めには，後の世代の：負担を前の世代のそれより重くする
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必要がある。異な1る世代の間で給付の平等を確保しよう

とすれば，前後の世代における負担の平等は犠牲にせざ

るをえないのである。

　改正案では，平等給付の水準を最低所得に限定してお

り，世代間における負担の不平等をそれなりに小さくし

ょうと努力している。ただし，同一世代については拠出

の平等を条件にして給付の平等を求めており，このよう

な平等主義は貧富の差を問うていない。いずれの世代に

おいても，定額負担は低所得階層にとってかならずしも

容易ではない。他方，高所得階層にとって定額負担はそ

れほど困難ではない。定額給付は最低所得を保障するか

ぎり経済的に恵まれていない高齢者には福音となりうる

ものの，経済的に恵まれている高齢者にとってはそれほ

ど必要性の大きいものではない。このように，同一世代

内部については平等主義を貫徹しながら，世代と世代の

助けあいをやろうとするとき，給付面においては経済的

に恵まれた高齢者に「遊び」の部分が生じる一方，負担

面においては低所得階層に無理の発生するおそれがある。

年金負担を段階的に引’ ｫ上げていくと，このような無理

は徐々に大きくなっていくであろう。そのとき，「遊び」

の部分を平等主義の名のもとに維持できるだろうか。

　この点は，国庫負担の増大とともに問題化すると予想

される。基礎年金には国庫負担がつけられている。改正

案では基礎年金給付の3分の1を国庫負担で賄うとされ

ている。改正案どおりにしようとすれば，早晩，増税が

必要となろう。そのとき，つぎに述べる3っの選択肢が

検討されると思われる。

　①増税をうけいれて基礎年金における平等主義をあ

くまでも維持する。このケースでは，新税（たとえば付

加価値税）の導入される可能性が強い。また，基礎年金

における国庫負担の割合を高めるか否かも検討されるこ

とになろう。その割合を高めることができれば，定額保

険料の引上げを予定より低目に抑えることができるから

である。

　②　増税は必要性の高いものに限定する。具体的にはジ

基礎年金のスライド時期を延期するか，スライドは部分

的にしか実施しない。代わりに，所得制限つきの年金を

全額国庫負担の形で導入し，給付必要性の高い者に限定

して上乗せを図る。

　③　増税はしない。代わりに社会保険料負担を予定以

上に引き上げる。この場合，自営業者・農民等の中には，

定額負担に耐えられなくなる者が続出しよう。このよう

なおそれを回避しようとすれば，自営業者・農民等のグ

ループ内部で調整措置（たとえば一部の負担を固定資産
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税や所得税に比例させ，定額保険料の引上げをできるか

ぎり抑制すること）を講じるか，または職業の壁を乗り「

こえてサラリーマン・グループとの間でさらに財政調整

するかのどちらかが必要となろうpいずれの揚合も原則

として負担の平等を担保とすることは放棄される。

　　2・2　基礎年金による制度間の財政調整』

　基礎年金の核心は平等主義の実現にあり，その狙いは

制度体系の再編成，1人1年金の達成，過剰給付・重複

給付の整理，制度間格差の是正などいくつかある。国民

年金財政へのてこ入れという単純な思惑だけから構想さ

れたものではない。

　自営業者や農民等を対象とする国民年金は，産業構造

が急激に移り変わる中で若い世代が先細りしているため，

財政面で苦．しい対応がつづいていた。また，国民年金の

揚合，女子加入者の割合は他の制度のそれより大きい。

平均受給期間は男子よりも女子の方が長いので，この点

でも国民年金は割りをくう格好になっていた。

　世代と世代の助けあいという公的年金の本旨からみる

と，国民年金の給付額は今のところ決して高くない。む

しろ，国民年金給付だけでは最低生活さえもままならな

い状況にある。国民年金は，受給者の子供や孫の多くが

サラリーマンになってじるにもかかわらず，自営業や農

業をつづけている若い世代の拠出保険料を主たる財源と

して今日まで給付が賄われてきた。国民年金は今日まで

よく持ちこたえてきたといえよう。反面，若い自営業者

や農民にその分だけ無理をさせていたことになる。

　他方，現役サラリーマンの中には国民年金受給者とな

っている自分の両親や祖父母の生活を支えるため，みず

からの収入の一部をさいて私的に扶養している者も多い。

かれらの納める保険料は，これまで，昔からサラリーマ

ンをやっていたOBのための給付財源にはなっていた

ものの，自営業や農業を営んでいた自分の両親・や祖父母

にはとどかなかった。そのため，いわば二重の負担を強

いられていたのである。このような無理や二重の負担は

制度間で保険料を融通しあうことができないために生じ

ていた。

　基礎年金案は，サラリーマンとか自営業者・農民とか

の区別なしに，現役世代が社会全体として保険料を平等

に出しあうことを負担の基本内容としている。このよう

な措置によって，これから当分の間に関するかぎり，サ

ラリーマンの拠出している保険料も，自営業者や農民等

であった国民年金受給者のための給付財源として一部活

用されるようになる。その結果，国民年金の給付水準が

現状で足踏み書ぜられることもあって，自営業者・農民

Vo1．36　No．2

などの負担する国民年金保険料は年々の引上げ額が現在

より小さくなる。

　他方，民間サラリーマンの拠出している保険料の一部

は，これから当分の間，国民年金受給者の給付を賄うた

めに移転される。改正当初に民間サラリーマンが基礎年

金勘定に拠出する保険料は年額で2兆3000億円弱（昭和

59年度価格）になると試算されている。このうち自営業

者等に移転される金額がどの程度になるかについては，

今のところ詳しい資料が公表されていないので不明であ

る。ただし，移転額はかなりのオーダーに達すると予想

される。従来どおりとくらべると，厚生年金会計におけ

為新規積立額が改正当初において毎年1兆7000億円前

後（昭和59年度価格）分だけ少なくなるからである。こ

れは，改正案による国民年金への資金移転，一部の給付

改善（とくに遺族年金・障：害年金），船員保険年金部門吸

．収などに伴う費用にほかならない。・

　もっとも，従来どおりであればサラリーマンの妻の任

意加入を通じて年額で6000億円弱の保険料が国民年金

会計に振り込まれるはずであり，この分が改正案によっ

て不要となることをあわせて考慮すべきだろう。いずれ

にしても，この保険料移転額は若い自営業者や農民など

に無理をさせることになったかもしれない金額を意味し，

また，平等主義を貫くために身銭を切る≧いうことの具

体的内容である。

　なお，この移転額は厚生年金受給者の激増に伴って徐

々に縮小する。いわゆる団塊の世代が年金の受給者とな

る頃には資金移転の方向が逆転し，自営業者・農民グル

ープからサラリーマン・グループに保険料が一部移転さ

れるようになるだろう。

　このように，基礎年金の創設による国民年金財政への

対応は，他面において厚生年金財政にも少なからぬ影響

を及ぼす。改正案によって厚生年金会計における積立金

の増大スピードは従来よりも緩やかとなり，積立金の実

質残高がピークをうっ時点も昭和70年前後になると予

想されている。従来予測とくらべるとピー・ク時は5年前

後早められることを意味しよう。厚生年金制度が名実と

もに世代と世代の助けあい制度になる時期がその分だけ

早くなるのである。ただし，積立金の名目残高について

は今のところそ．の絶対額が減少するという事態は予想さ

れていない（第9図参照）3）。

　3）　積立金の名目残高が将来にわたって減少しなけ

れば，積立金取崩しという事態は発生しない。年金会

計における純貯蓄は将来，実質的にゼロに等しくなる

としても，マイナスにはならないということである。
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第9図　積立金の将来推計（厚生年金，改正後）
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出所：厚生省推計による。

注＝1．65歳支給開始の場合（支給開始年齢は昭和73年度から段階的

　　　に引き上げ，昭和85年度に65歳にするとしている），，

　　2．標準報酬の上昇率は年間5％，利回りは年率で7％とそれぞ

　　　れ仮定している。

　共済グループが基礎年金案に合流すると，拠出の平等

を担保とする給付の平等は共済グループを含めて全国民

レベルで実現する。そのとき，国鉄共済や専売共済は，

他の制度から保険料の一部移転をうける一方，私学共済

や電電共済は当面，保険料の持ち出し組になる。

　2．3　社会保険料方式の維持

　社会保険料方式とは，各人が保険料の拠出を通じて若

いときから世代と世代の助けあいという連帯の輪に参加

し，それによってみずからの年金権をつみあげてゆくも

のである。連帯の輪に参加しなかった者は，その分だけ

年金が減額されるというペナルティーをうける。また，

社会保険料は使途が明示されており，その点で税金より

負担者の理解が得やすい。

　諸外国のうち1階部分の年金をこのような社会保険料

方式によって財政運営している国の典型はイギリスであ

る。今回の改正案による制度体系の再編成がイギリス型

また，積立金の取崩しがなければ資金運用部がそのた

めに郵便貯金を流用したり国債を発行したりする必要

もなくなる。この意味で，厚生省試算における前提は

注目に値いしよう。
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といわれている理由はここにある。

　他方，スウェーデンをはじめとする北欧諸国やカナダ

では1階部分の年金を税金で賄っており，給付にあたっ

て拠出の有無を問うていない。このような年金は税方式

の年金とよばれている。

　基礎年金の財政運；営にあたり社会保険料方式が採用さ

れたのは，主として行政面からの要請が強いからである。

すなわち，いったん受給要件を満たせばその後における

年金保険料納付は不要になるというような制度では拠出

制にならない。行政面からみると，・自発的納付を担保す

る手段が必要となるのであって，ペナルテ≧一をつけざ

るをえない理由はここにある。また，保険料を真面目に

コツ血ッと納めてきた者と，それを怠った者とが一緒に

されて一律の定額給付をうけるということでは，前者の

不満がおさまらないだろう。このような国民感情も社会

保険料方式を採用させる理由となっている。さらに，税

方式に切り替えるためには，年額で数兆円のオーダーに

達する新税をただちに導入しなければならない。今日，

それは決して容易でない。なお，国民年金はもともと社

会保険料方式を採用しており，現行制度からの円滑な移

行という改正案の基本的姿勢も考えあわせる必要がある。

　税方式による年金では，社会全体の連帯感が強固でな

いかぎり，最低所得を保障できない。日本ではいわゆる

ムラ意識が強く，．異なる職業間の連帯意識はそれほど育

っていない。租税負担面における格差意識（不公平感）が

強い中にあって，老後における最低所得の保障という願

いを，職業の違いを超えて普遍的に実現させるためには

社会保険料方式によらざるをえない。これが改正案の考

え方である。

　2・4　生年月日：方式による給付調整

　基礎年金は加入40年で月額5万円が原則である。た

だし，特別措置として加入可能期間が25年以上の者に

対し加入可能期間のすべてに保険料を納付しさえずれば，

この完全年金額5万円を支給する。この特別措置は，世

代と世代が助けあうという年金本来の趣旨にそって，で

きるだけ早期に最低所得を保障するために講じられた。

　このような老え方を徹底させれば，加入可能期間が10

年の者には10年間の保険料納付で月額．5万円の年金を

支給することになる。もっと極端にいえば，加入可能期

間が1年の者には1年の保険料納付で完全年金5万円を

支給しなければならない。ただし，このような給付の早

期成熟化には巨額の財源を要する。財源調達にメドがた

たない以上，それはできない。すでに支給されている加

入可能期間25年未満の国民年金について現状維持にと
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どめた理由はこんなところにあろう。

　大正15年生まれの25年加入と昭和16年生まれの40

年加入は同一と考えられている。加入可能期間が何年以

上の者から完全年金を支給するかという選択は，世代と

世代の助けあいをどこまで身銭を切ってやるかに依存し

ている。

　2・5厚生年金の職域年金への純化

　民間サラリーマンの年金はこれまで定額部分と報酬比

例部分という互いに役割の違うふたつの要素で基本的に

構成されていた。改正案により新厚生年金は報酬比例部

分のみを有する制度に切り替えられ，制度としての透明

度が高くなる。

　新厚生年金は，サラリーマンのOBに対し原則として

従前賃金の3割に相当する給付を保障しようとしている。

そのためには企業の違いや男女の違い（平均受給期間の

違い）を乗り超える必要がある。求められているのは個

別企業の枠を超えたサラリーマンの連帯にほかならない。

なお，従来の厚生年金に求められていたのも，このよう

な横の連帯であった。

　日本の企業は一般に，1企業の内部に関するかぎり利

害を共有する面が多いので，いわば運命共同体としての

結束力がこれまで強かった。連帯心も強靱であり，メン

バー相互間に貴地感がみなぎっていたといっても大過な

いだろう。しかるに，みずからが帰属していない企業

（および企業集団）はいずれもライバルにほかならず，利

害が一致しないとして互いの競争・敵対にあけくれる傾

向が強かった。企業別組合組織のゆえに，サラリーマン

が1つにまとまり横の団結を示すこともきわめてまれで

あったと思われる。

　このような現状にあって，新厚生年金は企業の違いと

いう壁を超えた，サラリーマン全体の連帯を求めている。

要請されているのは現在の成長企業（若いサラリーマン

が相対的に多い）から過去の成長企業（OBの数が相対的

に多い）への賃金の再分配である。このような賃金の再

分配に対して，これまでどちらかといえば冷淡であった

日本の企業とサラリーマンは今後どのように対応してい

くのだろうか。

　琴．6　新厚生年金の給付水準

　報酬比例部分の給付水準を設定するにあたって考える

必要があると思われるのは，つぎの2点である。すなわ

ち第1点は，1企業内部における自主的努力とどうバラ

ンスをとるかということであり，第2点は，現役サラリ

ーマンの手取り賃金とのバランスをどう考えるかという

ことである。まず第1点から検討してみよう。
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　日本の企業は，元来，退職金によってOBの老後生活，

を支えようとしてきた。企業への功績・貢献に報いる形

で，従業員の定着を図るという労務管理面からの要請が

強かったことも事実であるが，戦争による経済危機の中

で退職金は失業手当・老後所得として活用されてきた。

また，被用者もその充実を．強く求めてきたのである。

　退職金（企業年金を含む）は，企業における定着性を前

提としているため，定年・再雇用・雇用延長等に適切に

対応できる。また，企業年金の揚合には給付設計を老後

における各人のさまざまな生活実態に合わせることも可

能となる。さらに企業年金の連合，事前積立を目指して

いるので，原資を確保し充実さ・せる努力がたゆむことな

く続けられるであろう。これらの点はいずれも退職金・

企業年金の長所である。

　他方，退職金や企業年金は個別企業の業績に左右され

やすい。企業の中には，このような制度そのものを保持

しない，あるいは保持しえないところもある。また，1

っの企業が30年以上の長期にわたって好成績をつづけ

ることは至難の業である。退職金や企業年金には企業間

の通算がないので，この点は大きな問題として残る。さ

らに退職金や企業年金の揚合，部分スライドはともかく

完全スライドは事実上不可能に近い。

　このような弱点を克服するために，退職金や企業年金

の一部社会化（公的年金化）が図られる。その社会化は，

サラリーマン全体の老後保障の水準を高めるという効果

をもっている。

　反面において，企業年金の社会化はそれらの制度を保

有していなかった一部の企業に新たな保険料負担を強い，

それらの企業においては結果としてベースアップを妨げ

る要因となるだろう。また，すでに退職金・企業年金を

保有している企業にとっては，それが公的年金に振り替

わるかぎり人件費負担に変わりはない。ただし，公的年

金に振り替えがおこなわれた分だけ，退職金・企業年金

のメリットは薄くなる。この虫合，1企業内部における

メンバー相互間の強い結束力を通じて生産性を向上させ

るという効果は小さくなるおそれがある。他方，退職

金・企業年金と公的年金との調整が不十分に終われば，

人件費に新たな増大要因が発生することになる。

　昭和57年現在，企業の定期給与に対する退職金等の

費用は平均で5．6％であった。一方，厚生年金保険料の

事業主負担分の割合は4．9％となっていた（労働省r労働

者福祉施設等調査』による）。今後は人口構造の高齢化

が急激に進行するため，双方ともに割合が上昇するだろ

う。こうした中で2階部分3割給付を維持するためには，

o

●

●
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企業は新規雇用をできるかぎり抑制する一方，ベースア

ップ率を抑えて年金・退職金関連経費のしぼりこみを図

り，同時に年金保険料のかからないボーナスの比率を高

めて現役に対する配慮を示すに違いない。ただしベース

アップ率の抑制は，公的：負担の増大がっついている中で

は手取り月収の伸びなやみ・一時的落ち込みなどにつな

がりかねない。現役組がそのような事態をはたして受容

するだろうか。かりに受容できないということになれば，

2階部分3割給付という原則を維持することは困難とな

ろう。

　つぎに，現役可処分所得とのバランスを検討しよう。

村上清［7コによると，標準年金額が夫婦で在職時月収

（税込み）の68％という水準は，現在，現役の手取り月

収（税金・社会保険料で月収の15％がなくなっている）

の8割に相当している。100のかせぎのうち44を両親に

あたえ，自分は56をとるということと同じである（44≒

56×80％）。年金受給者が夫婦2人であるのに対し，現

役は4人家族であることを考えると，現役なみの生活を

公的年金（ただし標準年金の場合）だけで事実上保障して

いることを意味していよう。

　将来は現役の税金・社会保険料負担が現在よりもはる

かに高くなると予想される。かりに賃金の25％がそれ

らの：負担で消えると想定すると，標準年金額69％は実

は現役の手取り月収の9割程度になる勘定である。そう

なれば現役の方が生活は苦しいことになるだろう。世代

と世代の助けあいが公的年金の本旨であることを念頭に

おくと，このような給付水準は明らかにバランスを失っ

ているので，給付水準のさらなる下方調整が実施される

と予想される。

　ちなみに，2階部分についてはイギリス・カナダの方

図，従前賃金の25％が上限である。また，スウェーデ

ンでは1階・2階の双方をあわせて，夫婦で60％給付を

標準としている。社会保険審議会厚生年金保険部会も昭

和48年以降，ILOの勧告等を参考にして60％程度を標

準年金の目安とするよう求めつづけている。この意昧で

は現行の68％水準を若干ながら下方修正する必要が残さ

れている。

　2．7保険料の段階的引上げ

　厚生年金の保険料は戦後3％時代が長くつづき，昭和

30年代の中頃から段階的に少しずつ引き上げてきた。現

在，労使込みで10．6％であり，改正案では12．4％への

引上げが昭和60年10月から予定されている。将来につ

いても少なくとも5年に1回，できれば1．8％つつ引き

上げてゆくという従来の方針に変わりはない。
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　保険料の段階的引上げは，私的扶養負担が一部に残っ

ており，それが徐々に軽減されてゆくという見通しの中

では1っの選択となりうる。ただし，私的扶養負担を免

れている者（経済的に恵まれている高齢者の子弟）もいる。

このような者については低負担で高給付を結果的にもた

らしてしまう。画一的取扱いゆえの「遊び」の部分である。

　あるいは，一般に後世代になるほど経済成長の成果を

享受できるので，負担能力は経済成長とともに上昇する。

経済成長過程においては，したがって保険料を段階的に

引き上げていくことが応能負担の原則にも合致する。負

担をめぐる世代間の公平は，このような意味においても

確保しうる。

　ただし，このような公平性は他面において効率性と衝

突することも避けられない。料率が上がってくれば，私

的な努力で老後に備えた方が負担を低くしうるからであ

るの。若い者の中には，公的年金には世話になりたくな

いので負担も免除してくれと申し出る者があらわれるに

ちがいない。このような申し出は若者のエゴイズムであ

るかもしれない。世代と世代が支えあうという趣旨は，

このような若者にどこまで理解されるだろうか。

　この場合，年金受給者の中には優雅な老後生活を保障

されている者が含まれている一方，経済成長があっても

低賃金に苦しんでいる若者がいつの時代においても一部

にいることをどう考えたらよいのだろうか。平均だけの

議論では不十分である5）。

　現在の予測では，改正案をもってしセも所要となる年

金保険料負担は将来20％を超えてしまう。このような

高負担は，成長そのものの芽をつみ，企業経営を悪化さ

せ，倒産企業の続出・高失業などを現出させるおそれが

ないとはいえない。また，勤労モラールが低下する一方，

もぐりの労働が横行するおそれもないとはいえない。効

率性との衝突という側面はこのような点にもあらわれる

のである。

　2．8　在職高齢者への影響

　つぎに今回の改正案と雇用との関連を調べてみよう。

まず，厚生年金における在職老齢年金制度はつぎのよう・

に改正される予定である。第1に，65歳以上の在職者を

　4）　この点はいわゆるインセンティブ・コンパティ

ビリティに関する問題であり，拙稿［3］ですでに論じ

たので，ここでは議論を省略する。

　5）　この問題は同一の世代内部で再分配を適切に行

えば解決可能である。再分配を年金制度内部に限定す

る必要性は必ずしもないが，枠を拡げると再分配効果

が見えにくくなるので，できるかぎり年金制度の枠内

で処理することが望ましいと思われる。
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対象にした，いわゆる並在老はなくなり，65歳以上の年

金は在職していても減額なしの全額支給となる。・そのか

わり被保険者資格を失い，保険料を納めることもしなく

なるω。

　65歳以上全額支給という．考え方は，厚生年金が退職年

金（退職を支給要件とする年金）から老齢年金（老齢を支

給要件とする年金）に切り替えら耽ることを意昧してい

る。国民年金はもともと老齢年金であったので，厚生年

金もそれに合わせる格好である。

　従来，65歳以上の高齢在職者で標準報酬月額16万円

以上の給与がある者については，年金は8割支給であっ

た。ただし，このような減額つきの在職老齢年金を65

歳になってはじめて受ける者の中には現職の社長や重役

が含まれていた。世代と世代の助けあいが公的年金の本

旨である以上，助ける必要性の乏しい一部の富裕な者に

まで高齢であるからといって一律に公的年金を支給しな

ければならない必要性は必ずしも大ミくない7）。従来の

2割減額でさえ過剰給付ではないかという批判を免れて

いなかったからである。．

　昭和59年10月に発表された共済年金改革検討委員会

の試案［1］では，この点についてっぎのような措置を提

案している。すなわち65歳以上であっても在職者であ

るかぎ．り加二者として取り扱う一方，一定額以上の給料

を受ける在職者（裁判官・自治体の首長・大学教授など）

には老齢共済年金を支給しないとしている。この点は厚

生年金と取扱いを異にしており，今後なんらかの調整を

迫られよう。

　第2に，60歳代前半の在職者を対象にした，いわゆる

低在老は減額率の変わる標準報酬月額が部分的に変更さ

れる予定である。第3表をみられたい。年金の支給停止

をうける標準報酬月額は現行では15万5000円以上とな

っているが，改正案では21万円以上に引き上げられる。

このような変更は，支給制限の部分的緩和を狙ったもの・

であると推察できよう「。

　ただし，このような措置がどの程度まで就労意欲を高

めるかについては，なお慎重な検討を要する。月額17万

3000円の年金を受給する標準的な男子サラリーマンを

例にとると，第10図に示したように賃金プラス年金は月
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第3表　郵駅老における支給制限の変更

改正前i改正後
80％支給

T0％支給

Q0％支給

x給停止

9万5000円未満
X万5000円以上・12万円未満

P3万円以上15万円未満

P5万5000円以上

　同　　左

X万5000円以上
P5万5000円未満

P5万5000円以上
Q1万円未満

Q1万円以上

注：金額は標準報酬月額を表わしている。

　　　　第10図　自在老におけるノッチ問題

賃金プラス年金（万円）
　　　　　　　　　　　　　24．2　　　　　24．5
　　　　　　　　23．3　24

20

17．3

13．8

　　　1
　　　巳
　　　■！
18．2　　γ
　　（16．5）

119・O

I

（15．5）

21，0

一改正後
陶一一 ?ｳ前

0 9．5　　　13　15，5

　6）　65歳以上の高齢者に対するこのような取扱い

は雇用保険制度の考え方と軸を一にしている。

　7）　現職の社長の中には「もらってもいいのかな」

といって高在老の受給をためらった者もいるといわれ

ている。また，たとえ高子老を受給してもそのかなり

の部分炉所得税にもっていかれてしまうので，在職中

は年金などいらないという役員も少なくない。

　　賃金
21（万円）

給9万円程度で23万円に達し，それ以上は月給を25万

円超にしないかぎり所得増をほとんど期待できないから

である8）。このような検討結果を念頭におくと，今後と

も従来どおり年金の8割を受給しながら月給9万円程度

で働く6b歳代前半層が少なくないのではないだろうか9）。

　．8）　これは，いわゆる「ノッチ問題」の1例である。

　ここでノッチ（notch）とはノコギリ歯状の刻み目を意

　味している。低在老の場合，賃金と年金の合計額が減

　額面の変わる賃金水準の前後で逆転してしまい，低賃

　傘の方が年金込みの月収を高くしうるという事態が発

　生してしまう。このとき，所得と余暇の選択問題を想

　定すると，月給9万円前後の就労が導かれやすいこと

　は容易に推理できると思われる。

　　9）　月給9万円では就労意欲に問題が生じる。事業
　．主の中にはこのような高齢者に対してボーナス（年金

　算定のペースに入らない）を60歳未満の者よりはずむ

　例があるという。あるいは週30時間未満の非日勤扱
　いで雇い入れ，年金の被保険者資格を与えなければ年

　金は減額なしで受給できる。将来を見通すと，このよ

、うなパート就労（満額年金つき，2重就労も可）が増え

　るかもしれない。なお，年金受給者男子の就労率は一

　般に年金受給額が増大するにつれて低下していく傾向

　がある。昭和58年の調査によると，年金受給額が13
　万円を超えると就労率がα5以下となっており，興味．

　深い（第4表参照）。

．●
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●

●
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　2．9　厚生年金女子の支給開始年齢

　厚生年金に加入している女子の支給開始年齢はこれか

ら15年の経過期間を設けて55歳から60歳に引き上げ．

られる。すなわち昭和7年4月1日以前に生まれた女性

の支給開始年齢は55歳で従来と変わりがない。しかし

昭和7年4月2日以降に生まれた女性については3年に

1歳ずつのテンポで支給開始年齢が引き上げられる（実

際に56歳支給となるのは昭和63年度からである）。女

子の支給開始年齢が60歳となるのは昭和75年度からで

あり，昭和15年4月2日生まれの者からその適用をう

けることになる。

　厚：生年金においては保険料率にも男女間の格差があっ

た。しかるに今日，支給要件や保険料率における男女間

格差の解消に向けて調整が開始されている。女子の保険

料率は毎年0．1％ずつ引き上げられているのである。今

回の改正案では調整スピードを上げることが新たに提案

さ．れ，毎年0，2％ずつのアップとなる。他方，支給開始

年齢の男女間格差については前回改正時に解消に向けて

の調整が開始され，なかった。今回，その調整が提案され

たのである。

　女子加入者の支給開始年齢を60歳まで引き上げると，

50帯代後半女子の就労率は全体として上昇する可能性

がある。今後の成り行きが注目されようω。

　　　　　　第4表　年金受給額と就労率（男子）

年金受給の有無
N金受給額階級
@　（月額）

高年齢者数の　割　合（％）

就　業　率（％）

60～64歳　65～69歳 60削64歳　65－69歳

十
z
頁

1　100．0　　　100．0　　　　71．3　　　58．5

年目受給者
　4万円以下

　5～8万円
　9～12万円

　13～16万円

　17～20万円

　21万円以上

年金不受給者

70．6

22．9

11．9

10．2

11．5

9．9

4．2

29．4

95．2

32．3

17．2

14．2

16．3

9，4

5．7

4．8

64．2

82．0

73．6

57．6

49．2

42．3

49。8

88．5

57．8

69．7

62．5

57．8

45．8

37．8

44．6

71．1

出所：労働省『高年齢就業実態調査の概要』昭和59年9月。

注：就業率は，昭和58年5月中に1日でも収入になる仕事をした者

　　の割合である。

　10）共済グループの支給開始年齢は昭和59年より

　56日目なった。4年に1歳のペースで支給開始年齢を

　引き上げる手はずとなっており，昭和75年目ら60歳
支給となる予定であった。しかるに今回，共済年金制
度改革検討委員会は支給開始年齢の引き上げを予定よ

・り早め，昭和70年からの60歳支給開始を提案してい

　る。この提案は昭和70年までに被用者年金の統合一
元化を図るという政府のスケジュ・一ルに合わせるため
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　2．10　職業選択と女子の就労

　サラリーマンの公的年金は，現役からOBへ，男子サ

ラリーマンからサラリー・ウーマンへ，現在の成長企業

から過去の成長企業へ，高賃金労働者から低賃金労働者

へそれぞれ賃金を再分配することになる。

　このとき，低所得に甘んぜざるをえない自営業者の場

合，被用者になれば高賃金労働者からの補助がある一方，

配偶者の保険料納付は不要となるばかりか，報酬比例部

分の給付も約束されるので，厚生年金保険料が国民年金

のそれと比較して相対的に低い段階では，自営業よりも

被用者を選択した方が有利になる。標準報酬月額の新し

い下限（6万8000円）は最低賃金との横にらみで決めら

れたようであるが，料率設定ともからんで，このような

インセンティブ問題を発生させている。

　さらに，サラリーマンの妻にあっては，専業主婦かパ

ートタ．Cマーか，パートタイマーかキャリア・ウーマン

かの選択が年金制度によって間接的に影響をうけること

になる。専業主婦かパートタイマーかについては，被扶

養配偶者でいるかぎり，後者の方がトクになる。妻自身

の所得税負担・健康保険料負担・年金負担のすべてを免

れる一方，基礎年金は夫の拠出を通じで保障されるから

である。女子パートタイマーの多くが被扶養配偶者扱い

をうける月給の上限にはりつくような勤務につく動きを

強めるだろう。この意味で被扶養配偶者の認定基準をど

のように設定するかが重：要となる。

　女子のパートタイマー化が促進されると，労働市場で

競合関係にある高齢者の就労は現状よりさらに厳しくな

るだろう。改正案はこの意味で予想外の副産物を生みだ

すおそれがある。

　サラリーマンの妻がキャリア・ウーマンの揚合，改正

案によって基礎年金ひとつ分を失うことになるが，これ，

は．もともと過剰給付であったものをカットしたのである。

既婚キャリア・ウーマンの置合，本人の所得税負担・健

康保険料負担・年金負担がっく一方，給付は報酬比例部

分の年金が3割つくだけなので，男子エリート以上に働

くしか手がないだろう。女子労働は，仕事一筋のキャリ

ア組と被扶養配偶者扱いのパートタイマー組に二極分化

する動きをいっそう強めると予想される。

のもの．である。私学共済・電電共済のふたつを除く共

済グループは厚生年金グループからの財政援助を受け

ないかぎり早晩，きわめて厳しい対応を迫られる。財

政援助を受けるためには支給開始年齢ばかりでなく，

給付の算定方法や退職金も含めて民間サラリーマンと

足並みを揃える必要があろう。共済関係者が今後どの

ように対応するかは，この意味で注目に値いする。
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　2．112級障害者の雇用促進

　2級障害者とは片手とか片足のない者を指し，労働能

力を失っているとはいえない障害者のことである。改正

案ではこのような障害者に対して年金制度加入前の障害

を含めて障害基礎年金を月額で一律5万円支給しようと

している。

　身体障害者の雇用は，労働省の推進にもかかわらず，

今日きわめて不十分な状況にある。こうした中にあって

障害基礎年金5万円の支給は，毎月5万円をつけて2級

障害者を労働市場に送りだすことを意味している。身体

障害者でない者より月給が5万円安くてもよいから身体

障害者を雇ってくださいと言っているのと同じである。

同一労働同マ賃金の原則からは少しはずれるものの，こ

うしたさりげない配慮は結果的に2級障害者の雇用を促

進させる可能性を秘めている。今後の成果に注目したい。

3今後の課題

　年金改正は今回が最後ではない。新厚生年金および国

民年金の次回改正は遅くとも今後5年以内に行われる予

定である。そこで本節では今回改正で残された問題を検

討し，制度のさらなる見直しの方向について議論するこ

とにしたい。まず，給付水準の下方調整問題から取り上

げよう。

　3・1スライド制の再検討

　日本の年金に自動スライド制が導入されたのは昭和

48年であった。厚生年金と国民年金の給付は48年以降，

自動物価スライドの対象とならたのである。同時に厚生

年金の報酬比例部分については，原則5年ごとの再計算

時に再評価率表を定めて過去における標準報酬月額を読

み替えることが決められた。この結果，5年に1度であ

るとはいえ，実質的な賃金スライドが報酬比例部分につ

いては実施されていることになる。なお，この過去報酬

の再評価は，新規受給者だけに対象を限定していない。

すでに年金を受給している者（既裁定年金の受給者）につ

いても，これまで再評価を行って給付改善を実施してき

た。

　老後生活のリスクをカバーするという点においてスラ

イド制への期待は依然として大きい。とくに長生きをす

る者にとっては年金受給期間が15年から20年，さらに

はそれ以上にわたる。老後における基本的生活費を賄う

べき公的年金については，したがって今後ともできるか

ぎり年金スライドの実施に努める必要があろう。

　ただし，年金スライド制はそもそも中味がひとつでな

いし，現にそれを実施している各国の経験をみても内容

Vo1．36　No．2

はさまざまである。日本においても，これまで厚生年金

と共済年金ではスライドの仕方が異なっていた。

　年金スライド制についての再検討はなぜ必要となるか。

スライ’ h財源については国庫負担をもってあてていると

いう理解が一部にあるように思われるがω，これは事実

とは必ずしも一致していない。ちなみに新厚生年金には

原則として国庫負担がつかなくなったが，それだからと

いって新厚生年金のスライド制は廃止されたわけではな

い。今後とも従来どおりスライド制を実施してゆく旨，

当局から言明され’ている。

　公的年金スライドの財源を負担しているのは受給者の

子供や孫の世代である。新厚生年金の揚合には，受給者

の後輩にあたる現役サラリーマンが社会保険料を拠出し

て，その一部がスライド財源にあてられる。このような

理解はこれまで必ずしも十分ではなかった。そこで，以

下では，世代と世代の助けあいという観点からスライド

制　　具体的にはスライド指標の選択問題を議論してみ

たい。

　①　基礎年金のスライド指標　　まず，基礎年金につ

いては，従来の国民年金と同じように消費者物価スライ

ドを自動的に適用してよいと思われる。物価スライドが

継続されるかぎり基礎年金はインフレ時においても実質

購買力が不変に維持される。それによって老後設計の最：

以西はリスクなしに当面，確保することができる。

　ただし，物価スライドだけでは経済成長に伴う最低生

活費の実質的上昇分を賄うことができない。とくに10

年，20年の長期を念頭におくと，この問題は無視できな

くなるおそれが強い。その場合には，費用負担者の合意

をとりつけた上で再計算時に政策改定という形で対応す

ることが望まれ，よう。いずれにせよ，生活保護基準の改

定方法との関連を長期的には考慮せざるをえないと思わ

れる。

　②．報酬比例年金既裁定時のスライド指標　報酬比

例年金については既裁国分のスライドと新規裁定時の再

評価方法を分けて考える必要がある。既裁定の年金につ

いては，通常L，物価スライド制が適用されているという

理解が一般である。しかし物価スライドの適用をうける

のは前後の財政再計算時の間をつなぐ期間だけであって，

再計算時ごとに新しい再評価率表が定められ，それにし

たがって既裁定の年金についても報酬比例部分の再評価

11）　たとえば，昭和59年7月23日付の日本経済新
聞「十字路」において山本博一氏は「公的年金の物価

スライドが可能なのは年金財政以外の国庫負担による

ものであ」ると指摘している。

o
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第11図　成熟時における世代別の年金額

　　　　　（65歳支給開始の揚合）

　　　賃金スライドの場合（現行方式）
　　　＿＿＿＿＿∠＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

人
あ
た
り
の
年
金
額

既裁定型物価スライドの場合

年金改正と今後の課題

第12図

年
額
給
付
額
（
名
目
値
）

年金スライドによる給付改善

　（65歳支給開始の混合）

　65歳　　　　　　　　　80歳　　　　65歳

注：CPIの上昇率は標準報酬の上昇率より低いと仮定している。

がこれまで実施されてきた。つまり，報酬比例部分は新

規裁定分だけでなく，既裁子分も含めて実質的には賃金

スライドの対象となっていたのである。

　最低生活費を賄うべき基礎年金と比較すると，その上

乗せ部分である報酬比例年金で賄うべき生活部分のリス

クはおのずから低い。また，前述したように報酬比例部

分には今後原則として国庫負担がつかなくなる。その財

源はスライド部分を含めてすべてを後輩サラリーマンが

負担することになる。現役サラリーマンの中には，企業

の業績不振などにより解雇されたり昇給ストップやゼ

ロ・ベアに泣いたりする者も少なくない。さらに欧米諸国

では賃金スライドは新規受給時のみに限定している国が

多く，既裁定則を含めて賃金スライドを実施しようとし

てきた国（西ドイツが代表例である）は例外なく財政難と

高失業率にあえいでいる。スライド時期の延期や賃金ス

ライドの不完全実施に追い込まれている国が多い。この

ような苦い経験に学んだのか，1985年1月1日に2階部

分の公的年金を創設したスイスでは，老齢年金（2階部

分）のスライドそのものを制度化しなかった。

　サラリーマンの老後費用は，一般に退職旧しばらくの

間は高いものの，その後は漸減してゆくといわれている。

また，退職後は生産性の上昇に直接寄与しなくなる。こ

のような事実を踏まえると，既裁定の年金については原

則として物価スライドのみで十分ではないだろうか。財

政再計算時に既裁定年金を賃金スライドするという慣行

は見直しを図るべき段階に来ていると思われる。

　上述のような内容に従来の慣行を改めると，賃金上昇

率の方がCPIの上昇率より長期的にみて高い揚合には，

既裁定年金の1人あたり金額（ただし標準年金）は遠い将

来（成熟時）において第11図のようになろう。後の世代

ほど給付額が高くなる格好である。

　ただし1人ひとりの年金受給者に着目すると，年金給

80歳
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付額はインフレの進行とともに自

動的に増額改定される（第12図参

照）。

　このようなスライド調整を実施

すると将来の年金給付費（ただし

2階部分のみ）はその分だけ節減

しうる。その節減効果は実質賃金

の上昇率が高いほど大きくなる。

ただし年率で1～2％の違いでも

長期的にはかなりの費用節減効果

が発生すると予想される12》。

　なお，所得税・住民税および各

種の社会保険料を控除した後の手取り賃金の上昇率が物

価上昇率より低い揚合には，別の配慮が必要となる。こ

のような出合，手取り賃金の上昇率を既裁定年金のスラ

イド指標としないかぎり，スライド財源を負担する現役

サラリーマンの不満が噴出するだろう。したがってサラ

リーマンOBの既裁定年金については，物価上昇率との

手取り賃金の上昇率のうちいずれか低い方をスライド指

標として選択せざるをえないのではないだろうか18）。

　③　再評価の指標　　過去の標準報酬月額は年金の新

規裁定時に再評価される。厚生年金では過去の報酬を読

み替えるにあたり，現役サラリーマン全体の平均報酬が

どれだけ上昇したかをこれまで参考にしてきた。しかる

に，人口構造の高齢化により現役ザラリーマンの平均年

齢は徐々に上昇しており，今後ともこの傾向は当分の間

つづくと予想される。この場合，ベースアップ分がゼロ

であっても定期昇給があれば平均報酬は上昇する。これ

では年金のいわゆるオーバー・インデクセーシ目ンが発

生してしまう。

　再評価に際しては定期昇給分を除いてはどうだろうか。

具体的には，年齢階層を30歳代後半とか40歳代前半に

固定して，その平均報酬の上昇率を参考にすることが一

案として考えられる。

　なお，共済年金については，これまで慣行として定昇

ぬきの賃金スライドが実施されてきた。この点に関する

かぎり，むしろ官民逆格差があったのである14）。再評価

12）　その具体的推計作業は現在進行中である。結果

が出しだい別稿で報告したい。

13）　報酬比例年金（既裁定分）のスライドについては，

一律の定率改善という考え方を一律定額改善という考

え方に切り替えることも長期的には検討に値いしよう。

老後生活のリスクは，後者の考え方に立つ．たときのほ

うがより適切にカバーされると思われるからである。
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第13図　年金の二重スライド（報酬比例部分）
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壷表の改定にあたっては，過去にさかのぼって定昇ぬき

の賃金スライド率を調べる必要性が残されている。これ

までの過大な再評価分については今後の改正時に調整す

べきだろう。

　④　二重スライドの撤廃一アメリカでは年金二重ス

ライドの失敗が1970年代前半に話題となった。二重ス

ライドは1977年に是正され，今日にいたっている。日

本では，この問題はほとんど議論きれていないものの，

一部分に限定されるとはいえ，ほぼ同様の二重スライド

が現在においても実施されて㌔・る。すなわち，年々の物

価スライドは既裁定年金だけでなく，直近再計算時以後

の新規裁定年金にも適用されている。このため新規裁定

年金の場合，直近再計算時以後の資格期間分については

現実の賃金上昇分と物価上昇分ボニ重に算定されている

（第13図参照）。このような二重スライドは次の再計算

期に調整されるため，既裁定の年金の中には減額改定さ

れるものさえあるといわれている。このような取扱いは

アメリカの例にならって是正することが望ましい。

　⑤　年金スライドの一時凍結一まず，すでに年金を

受給している者の年金については，政治的配慮が最優先

されたため調整はいっさいされなかった。年金制度がす

44）　船後正道［6］によると官民逆格差の実態はつぎ

のとおりである。昭和48年度を基準年度（100）とし，

その後の給付改善率を指数化して比較すると，昭和57

年度において共済年金は約222，国民年金は約235，

厚生年金（加入期間27年の標準年金の場合）は約261
となっている。この9年間に厚生年金の給付改善は共

済年金のそれを約17％上回ったことを意味している。

なお毎勤賃金指数はこの聞に2．31倍，CPIは1．95倍
に上昇した。
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でに肥満ぎみになっているという判断の裏側には，すで

に年金を受給している者の年金にも一部分ながら過剰給

付が発生しているという認識があるはずである。とくに

夫婦単位でみると，ふたつ以上の年金を受給している者

が少なくない。1っひとつの年金はそれほど多くなくて

も，すべてをあわせると若い世代から受給する金額とし

ては明らかに過剰になっている例もある。とくに共済が

らみの併給を享受している者の中には，このような者が

多い。しかも，年金でこのような過剰給付をうけている

者は経済的に恵まれた老人であっ．て，若い世代が助けな

ければならない必要性の乏しい者が多いのである。

　今後は，基礎年金を通じて事務処理の一元化が断行さ

れる。それによって，少なくとも，1人で複数年金を受

給している場合の併給調整は容易となる。せめて，1人

で受給できる公的年金の給付には合計額に一定の上限を

設け，それを超える年金額については当分の間，現状で

凍結する必要があるだろう。

　スライドの一時凍結という措置は，現に国鉄共済年金

の受給者の一部にすでに適用されている。また，他の共

済年金についてもその適用が現在，検討されっっある。

これらの措置はいずれも1つひとつの共済年金給付に限

定されたものである。ここでは議論を一歩すすめて複数

年金の受給者についてもその適用を主張したい。

　1人で受給できる年金給付（できれば恩給も含める）の

上限額については，とりあえず将来の40年加入者が受

給しうる年金の最高額を参考にしたらどうであろうか。

　以上，スライド制の再検討について，その方向を議論，

してきた。スライド指標はその見直しを図れば，結果的

に公的年金の水準を下方修正しうる。すなわちサラリー

マン年金について，かりに①②③で述べたようなスライ

ド調整を実施するとすればどうなるか。長期的にみると，

．賃金の上昇率は物価のそれを上回ると予想される。かり

に賃金が年平均で5％上昇し，物価上昇率が年間3％（2

％）である場合を想定してみよう。2％（ないし3％）の違

いは1酎2年では大差ないものの，20～30年のオーダー

では実質額がかなり異なることになる。年平均で2％（3

％）違えば36年（24年）で一方は他方の実質半分になる。

したがって，上述のようなスライド調整を実施すると，

実質賃金の上昇がっつくかぎり，新規受給者については

基礎年金部分の賃金に対する割合が徐々に低下していく

ことになる。他方，新規受給時の報酬比例部分は標準年

金を例にとると賃金比でつねに30％が保障される。基

礎年金ふたつ分と報酬比例部分の合計額は，したがって

賃金比でみるかぎり現行水準より低下していく。標準年

∂

し

o

9
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　　　　　　　　　　　　　　　第5表　スライド調整と給付水準

（1）　ケースA：CPIが年率で4％上昇する削合 （単位：万円）

151

1・噸価副 噸価格1 碑唱酬 瀬酪1 噸価祠 100年度価格

基礎年金（2人分），4 10．00 12．65 15．39 18．73 27．72 49．93

新厚生年金，B 7．62 10．21 工3．03． 16．63 27．09 56．33

男子の平均標準報酬0 25．40 34．04 43．44 55．44 90．31 187．76

五＋B（名目額） 17．62 22．86 28．42 35．36 54．81 106．26

（∠4十B）／0，96 69．4 67．2 65．4 63．8 60．7 56．6

（∠4十β）の実質購買力指数 100 103 105 107 112 工21

（2）　ケースB；CPIが年率で3％上昇する揚合 （単位＝万円）

159鞭儲65鞭価格・・鞭価格・5鞭儲

基礎年金（2人分），4’

ぜ＋B（名目額）

（、41十B）／0，％

（五’十β）の実質購買力指数

10．00

17．62

69．4

100

11，94

22．15

65．1

105

13．84

26．87

61．9

ユ10

16．05

32．68

58．9

116

85年度：価格　　100年度価格

21．57

48．66

53．9

128

33．60

89．93

47．9
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　　　’注：1．

　　　　　2．
　　　　　3．
　　　　　4。

金でみると現在の68％から60％へなだらかに低下して

いくのである（第5表参照）。

　ただし，賃金に対する割合が徐々に低下していくとし

ても新規受給者の年金そのものの購買力は実質的に増大

しつづける。報酬比例部分が賃金スライドされるからで

ある。このような調整は受給者の痛みを伴わない。また，

スライドが継続されるので公的年金に期待されている役

割はあくまでも維持される。

　現行68％の給付水準を今後とも維持しようとすると，

実質賃金の上昇があるかぎり，それは給付水準の実質的

な引上げを意味する。・年金財政の健全化が問題となって

いる現在，実質購買力の維持ができればまずまずという

べきであって，その増大を賃金の上昇にあわせてフルに

図る必要が現在あるだろうか。うまい話であるけれども

アテにはならないという年金よりも，つつましくとも確

実な支払い保証のついている年金の方がはるかにベター

である。スライド指標の再検討による給付水準の調整は，

このような意味において避けて通れないと思われる。

　3・2　年金給付か．らの健康保険料控除

　被用者年金の給付水準を引き下げる第2の方法として

検討に値いすると思われるのは，年金給付からの健康保

険料控除である。このような調整は最近，西ドイツで試

みられているので，その内容を簡単に紹介しておこう。

　西ドイツでは，1時期，年金受給者の健康保険料は年

金給付から控除されていたが，1970年の制度改定によっ

てこの控除制度は廃止された。年金受給者の負担すべき

健康保険料は年金会計から一括して健康保険会計に振り

新規受給者の標準年金（59年度価絡でユ7万6200円）を例にとった。

標準報酬は年率で5％上昇すると仮定した。

新厚生年金は賃金スライドを，また基礎年金は物価スライドをそれぞれ適用すると仮定した。

歯質購買力指数は59年度を100としている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し込まれる形となったのである。すなわち年金受給者の健

康保険料は，その後輩にあたる現役組が年金保険料を拠

出する過程で調達されることになった。現役組の負担に

，肩代りされたことになる。

　西ドイツでは1970年代の終わりにいわゆる「第1の

年金受給者の山」が到来し，年金財政は苦境に陥った。

そうした中でスライド時期の延期がこれまで2度にわた

って行われ，スライドの一部実施やスライド指標の変更

が試みられた15｝。そのような制度見直しの一環として，

健康保険料控除が1983年7月．1日に復活したのである』

毎年1％ずつ控除率を引き上げていき，1988年7月1日圏

より健康保険料を6％にしてその全額を年金給付額から

控除することになっている。このような経過期間を設け

て段階的に復活させた理由は激変緩和にあり．，若干のイ

ンフレが発生しさえずれば経過期間中においても年金受

給額（手取り）は名目的に増大しうる。

　このような西ドイツの例は日本においても参考となろ

う。もっとも年金と医療の調整は日本では今のところ行

われていない。制度の沿革が西ドイツとは異なるからで

15）　スライド実施を半年遅らせることにしたのは

1978年7月1日（→1979年1月1日）と1983年1月1
日（→1983年7月1日）の2回である。また，スライド

の一部実施にとどまったのは1979年（45％），1980年
（4．0％），1981年（4．0％）であった。さらにスライド指

標の変更は1983年に試みられ，過去3年間における
賃金の平均年間上昇率が過去1年の賃金上昇率に変わ

った。この変更は年金改善率を抑制する．ためであった

とされているげ
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　　ある。ただし年金と医療はいずれ調整せざるをえない日

　　がくるのではないだろうか。

　　　3．3　標準報酬月額の上限調整層　　　　　・

　　　標準報酬月額の上限は，上限に所属する所得階層が全

　　体の5％を超えると財政再計算のたびごとに引き上げる

　　という慣行にこれまでしたがってきた。昭和60年10月

　　より，その上限は47万円となる。

　　　標準報酬月額の上限は，一方で保険料賦課対象となる

　　賃金月額の上限を意味しており，保険料負担はその上限

　　を超えると逆進的になるという批判を受けていた。他方，

　　標準報酬月額は給付算定のベースでもある。その上限を

　　あまりに高く設定すると，公的年金給付は必要以上に高

　　くなってしまう。

　　　このような矛盾はどのようにしたら克服可能だろうか。

　　諸外国㌘はつぎのような対応をとっている。たとえば，

　　スウェーデンでは最近において保険料対象賃金の上限を

　　撤廃する一方16），給付算定のベースには一定の上限を残

　　した。イギリスや西ドイツの場合，給付算定のベースに

　　なる賃金は平均賃金の1．5倍が上限である。

　　　このような諸外国の経験に学ぶとすれば，標準報酬月

　　額の上限についてはつぎのような調整が検討の課題とな

　　ろう。まず，保険料負担の対象となる標準報酬月額は原

　　則として上限を撤廃し青天井とする。他方，経済的に恵

　　まれている高齢者に対して過剰な公的年金給付をする必

．　要性は乏しく，また妥当でもないと思われるので，給付

　　算定ベースとしての標準報酬月額にっ小ては，上限管理

　　を従来より厳しく改め，長期的には男子平均標準報酬月・

　　額の1・5倍程度に抑制することが検討課題となろう。

　　　標準報酬月額を上述のように調整すれば年金給付総額

　　は調整をしない場合より結果的に少なくなる可能性があ

　　る。それは保険料で負担すべき給付費の総額を減らすの

　　で，保険料率の引上げ幅をも結果的に抑制する効果を持

　　ちうる。負担面で上限が撤廃されれば，この効果はいっ

　　そう大きくなろう17）。

　　　3．4　経過措置の見直し．

　　　民間サラリーマンの年金は，改正案によって40年加

　　入で1階部分が月額5万円（本人分），2階部分が従前賃

　　金の3割，妻名儀の基礎年金が5万円となる。これは，

　　年金給付の上限額を意味している。

16）　スウェーデンにおける保険料の負担者は事業主

である。事業主にとっては保険料負担の総額が問題で

あって，上限をどう決めるかはあまり意味がない。

17）　ただし，このような調整は高賃金の抑制とボー

ナスへの振り替えにつながる可能性がある。

Vo．136　No．2

　しかるに，経過措置が平均加入期間を基準にして講じ

られるため，経過期間中においては，ここに述べた上限

額を超える年金が，平均加入期間以上の加入者に対して

支給されてしまう。例えば，昭和61年度の新規受給者

（大正15年度生まれ）の平均加入期間は32年であるので，

この世代においては32年目加入で完全年金（給付額本来

の上限）が支給される。昭和61年度新規受給者の加入可

能期間は44年であるので，40年前後の加入期間を有す

る者が一部にいるはずである。経過期間中に平均加入期

間よ’りも長く加入するこのような者については，今回の

改正によっても過剰給付問題が残っている。期間比例の

要素があるからにほかならない。

　この問題は，給付調整を「平均」加入期間に基づいて

生年月日方式により行うことから生じており，加入「可

能」期間を基準にとった基礎年金にはないものである。

　平均加入期間を上回る期間分の給付については，給付

率をさらに引き下げるのが筋であろう。本来ならば全額

カットすべきであろうが，加入意欲・通算問題との関連

も考慮せざるをえない。あるいは，3・1項の⑤で述べた

ように給付上限を超える年金についてのみ，スライドの

一時凍結を実施することも1案として考えられる。

　3．5　所得制限の導入

　すでに2・8項で述べたように，厚生年金は今回の改正

により65歳卒業となる。この考え方は再検討の余地が

ないわけではない。むレろ共済グループの取扱いを参考

にすべきかもしれない。65歳以上の在職者については，

所得制限（ただし給与所得のみ）を導入して，現役の社長

や重役クラスには原則として公的年金を支給しないでも

よいのではないだろうか。

　かりに，このような所得制限を導入する場合，．自営業

者等についてもバランスをとる必要があるかもしれ，ない。

とくに弁護士・医師をはじめとする高額所得者をどう取

・り扱うかについては再検討’の余地がある。

　3．6年金給付に対する課税

　過剰給付を調整するためには税制面からの対応も可能

である。日本の公的年金は従来，拠出時非課税・給付時

課税の原則で税制面の取扱いをうけてきたものの，現在，

年金給付にかかわる給与所得控除・老齢者年金特別控除

などの規定があるため給付時においても大半が非課税と

なっている。実際，月額20万円強までの公的年金は65

歳以上の場合には非課税である。現役サラリーマン世帯

で夫婦2人の揚州には，月給が20万円未満でも課税さ

れている。この点において現役世代の不満は小さくない。

世代と世代の助けあいを首尾よ．くつづけていくためには，

の

●
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このような税制上の取扱いは再検討しなければならない

だろう。具体的には，年金給付にかかわる給与所得控

除・老齢者年金特別控除の見直しを図ってよいのではな

いだろうか。

　3．7　雇用保険給付との併給調整

　厚生年金と雇用保険は所管官庁が異なるため，現在，

年金給付を受けながら雇用保険からも求職者給付を受け

ている例が少なくないと言われている。とくに60歳代

前半で退職すれば，このような併給が可能となる。

　高齢者に対する求職者給付は保険給付としての側面よ

りも社会保障給付としての側面が強い。したがって，そ

れは年金給付と併給調整されてよいはずである。併給調

整には事務処理の一元化が不可欠となるが，とりあえず

60歳以上の求職者については年金受給を条件に求職者

給付を支給しないことにしたらどうだろうか。

　なお，このような事務処理には社会保険番号制の採用

が望ましい。1人1番号ですべてが整理できれば，プラ

イバシーの保護が適切になされるかぎり，メリットの方

がはるかに大きいはずである。

　3．8　厚生年金男子の支給開始年齢

　厚生年金加入者男子の支給開始年齢が60歳に定めら

れたのは昭和29年である。それ以降，今日までの間に

20歳の者の平均余命は男子で6歳程度，女子で7歳程度

も伸びた。そのため，平均受給期間も男子が70％，女子

でも40％ほど伸長した。かなり大幅な伸びである。他

方，高学歴化の進行により，就職時の年齢（年金制度へ

の新規加入年齢）は全体として上昇した。平均加入期間

は従来より短くなってしまったのである。

　拠出期間が短くなる一方で，受給期間が大幅に伸びた

のであるから，支給開始年齢を引き上げないとすれば保

険料負担を予定以上に引き上げるか，そうでなければ給

付水準を大幅に切り下げるしか方法はないだろう。しか

るに双方の選択肢はともに痛みが大きい。

　選択肢として考えられる手段は，できるかぎり多く活

用すべきだろう。そのようにすれば個々の選択に伴う痛

みを分かち合うグループの広がりをその分だけ大きくす

ることができるからである。

　改正案では厚生年金の支給開始年齢を原則として65

歳とし，当分の閲の措置として60歳からの支給が継続

されることになっている。65歳への引き上げをいつの時

点で開始するかについては明記されていない。ただし，

将来における保険料率の見通しを示したさいに，昭和

73年度からの年齢引き上げ開始を仮定した数値が試算

されている。次々回の改正を念頭に置いた仮定である。
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　年金の支給開始年齢を引き上げることが，かりに決ま

っても，実際にはかなり長期の経過期間が必要となる。

また，支給開始年齢が現役引退年齢を書肺しがちな厚生

年金にとって，支給開始年齢の引き上げを先送りするこ

とは，その間の年金給付費を膨張させ積立金の厚みをそ

の分だけ実質的に削ることを意味しよう。その結果，年

金負担の引き上げが予定以上に早められるかもしれない。

あるいは，給付水準の実質的なしぼり込みを必要以上に

大きくしてしまうおそれもないとは言えない。このよう

な意味あいを考えると，支給開始年齢の引上げにはでき

るかぎり早く着手することが望まれよう。

　そのさい，支給開始年齢を弾力化するのもひとつの方

法である。60歳からの減額支給を新たに設ける一方，部

分年金・部分就労（パートないし非日勤の就労）の呪え方

を採用するという方法もある。そのために現在の低在労

を再編すべきであるがもしれない。あるいは，企業年

金・退職金をつなぎ資金として大幅に衣替えしてもよい。

いずれ，にせよ，その気になることが何よりも重要であっ

て，いったんその気にさえなれば必要な知恵はいくらで

もでてくるはずではないだろうか。ただし，高齢者の雇

用環境を併せて整備する（たとえばペナルティーつきの

高齢者法定雇用率の設定とか各種の雇用開発給付金の拡

充など）必要があることは，いうまでもない。

　なお，支給開始年齢の引上げは，現在65歳までが目

標となっている。しかし，いわゆる団塊の世代が年金受

給者となる昭和80年代の末において，65歳支給開始で

年金制度が維持できるかどうかは必ずしも明らかではな

い。アメリカでは2009年（昭和84年）からは66歳，さ

らに2027年（昭和102年）からは67歳へそれぞれ支給開

始年齢を引き上げることが決められている。アメリカの

例を参考にすべきかどうかも将来，検討されるべきだろ

う。

　3・9　積立金の高利運用

　厚生年金・国民年金をあわせると積立金は昭和60年

度末には52兆円弱に達する見込みである。公的年金は

いずれ積立金を実質的に保有しなくなるとはいえ，それ

だからといってそれまでの期間について高利運用をしな

くてもよいということにはならない。給付抑制と負担の

引上げに追いこまれている昨今においては，年金財政を

少しでも豊かにする努力をしなければ，双方ともに国民

の理解をうることはできないだろう。積立金の高利運用

はそのための前提である。とくに今回の改正により新厚

生年金には原則として国庫負担がつかなくなつ存。この

意味でも積立金の高利運用は重要性が高まっている。
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　他方，還元融資に伴う福祉運用については利差損が生

　じないように改める必要がある。すなわち被保険者住宅

資金貸付をはじめとするローン金利を現行（年率6％）よ

　り高目に調整しなくてはならないだろう。また，年金保

養基地については問題が少なくないので今後，新規事業

を見送ることとし，既存の施設はいわゆるお役所仕事を

改め，売却なり民間活力の導入なりを検討してよいので

はないだろうか（文献［5］参照）。

　3610厚生年金基金による代行

　厚生年金基金は現在，報酬比例部分（ただし老齢年金

のみ）に相当する給付および基金独自の上積み部分（プラ

ス・アルファ）のふたつを支給している。前者は本来，

国の給付であるところがら，代行部分とよばれている6

国に代わって基金が行うという意味である。この代行部

分こそ，基金創設時に期待された本来の給付であった。

代行部分がなければ他の企業年金制度とのきわだった違

いを基金制度にみいだすことはできないといっても過言’

ではないだろう。

　；しかるに，昭和48年における大改定の結果，過去に

儲ける標準報酬月額の再評価および物価スライ1 h制が厚

生年金に導入され，報酬比例部分のうち再評価分とスラ

イド分は定額部分と一緒に厚生年金（本体）から支給され　・

ることになった。厚生年金基金の代行機能はその分だけ

徐々に低下してゆく運命にある。

　スライボ制がなければ基金による代行も困難ではない。

また，スライド財源が国庫負担で容易に賄われる状況に

あればスライド制の実施にも問題は生じない。しかるに

今回の改正で報酬比例部分には原則として国庫負担はつ

かなくなった。賃金の一部を事業主と現役サラリーマン

が持ち寄らなければスライドもできないという状況にい

たっている。

　老後設計の最低線を超える部分については，．民間にで

きないことを国でやろうとレてもその範囲はおのずから

制約されていると思われる。民間では現在，退職金の算

．定基礎給を見直す（第2基本給・資格別勤続別定額方式・

ポイント制退職金などの採用）一方，支給率についても

諸々の改定を進めている18）。また，企業年金でスライド

を完全実施するこどは事実上，困難である。こ・うした流

れからみると，新厚生年金のスライド制についてはその

あり方を再検討することが本来必要である。そのための

暫定案を本稿の3・1項②③④ですでに提起しておいたが，

それだけで十分であるかどうか。
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　基金制度の発展を促す上で，再検討が必要であると思

われる点はこれ以外にも多々あるが，ここではそのうち

免除保険料率の設定方法だけを取りあげることにしよ

う。免除保険料率は財政再計算時に基金制度を発足させ

て厚生年金の被保険者全員を替りに加入させるとしたら

どの程度の平準保険料率が必要になるかを参考にして，

現在決められている。つまり，厚生年金の被保険者全体

についての平均値として免除保険料率は算定されている。

しかるに従業員の平均年齢は企業ごとに異なるため，こ

のような免除保険料率のもとでは，従業員の年齢構成が

相対的に若い企業では基金を創設すると掛金負担が安上

がりとなる一方，従業員の平均年齢が相対的に高い企業

では基金を創設すると逆の事態を招来してしまう。基金

制度が利用できれば，それなりの税制上の優遇を享受し

うるので，このような取扱いは不公平であると思われる。

　かりに免除料率の計算方法を現行のまま維持し，変更

しないとすれば，このような不公平は免除料率を被保険

者の年齢に応じて別々に定めれば解決可能である19｝。こ

のような設定によって基金の創設はこれまでよりはるか

に容易になると予想される。

　以上で考察した問題以外にも，退職一時金の一部年金

化を進めることをはじめ，各種の自助努力を奨励するこ

となど今後の課題は少なくない。その考察は別の機会に

譲りたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　高　山　憲　之

　　　　　　　　　　　　　　（一橋大学経済研究所）

補論　公的年金の基本性格

　公的年金の基本性格をどのように考えるかについては，

今のところ専門家の間にさえも意見の一致はないと思わ

れる。．スライド制の採用という点に私的年金との基本的

相違をみいだす論者が多いものの，スライド制を採用し

ていない公的年金の例は過去に多かったし，また，現在

でもないわけではない。

　他方，国民一般の平均的意識をのぞいてみると，年金

は掛年納付の見返りであるという理解が依然として多い。

個人年金や生命保険・火災保険と同様に，公的年金も保

険の一種として意識されているのである。掛金を納付し

つづけてきた以上，給付要件を満たせば給付を受けるの

が当然である一これが一般の年金意識ではないだろう

か。年金の素人にとっては掛金率や給付設計は専門家が

考えるべき事柄であり． Cまた，責任をもつべき事項のよ

18）　村上清［8］参照。 19）　戸塚達也氏のご示唆に基づいている。
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うに映っていると思われる。

　このような現状を踏まえ，ここでは公的年金の基本性

格を整理してみたい。

　補1　公的年金は保険料の積立を基本としているか

　厚生年金および国民年金の積立金は昭和60年度末に

は52兆円弱に達すると見込まれている。積立金は名目

上をみるかぎり今後とも増大しつづけるだろう。このよ

うな事実を前にすると，公的年金が保険料の積立を基本

とする制度であるかのように早合点してしまう者がいて

も不思議ではない。

　実際，年金制度はいずれも私的年金と同様に積立主義

を基本線とする制度として創設された。保険料は掛金と

同じであり，給付は掛金納付の見返りであったはずであ

る。

　しかるに積立主義の年金は制度創設から一定期間（た

とえば20－25年）の拠出をしてはじめて満額年金（しか

るべき受給要件を満たしている年金）となる。また，完

．全年金（加入可能期間が上限に達した年金）は制度創設後

40年を経過しないと発生しない。この意味で加入期間が

40年未満の年金は満額年金といえども経過年金（制度が

完全成熟化するまでの過渡期にある年金）である。積立

主義に基づく年金は完全年金とならないかぎり，老後生

活費の基本的部分を保障するものとは本来なりえない。

　つまり，将来の老人（制度創設時の青年層挙よびそれ

より後の世代）は積立主義の年金によって老後の安心を

買うことができる。他方，』制度創設時の壮年層は加入期

間が短いために積立主義の年金では不十分な老後所得し

か保障されない。また，制度創設時の老年層は，制度に

加入しようとしてもその資格が与えられないので，積立

主義に固執するかぎり年金を受給しえない。

　年金制度が創設されるということは，そもそも創設時

における老・壮の年齢層に年金を支給して老後設計の基

本線を確保したいという切実な願いがあるからである。

このような願いは，積立主義に固執ナるかぎり，まった

く，あるいは部分的にしか満たされない。積立主義の年

金制度は給付面におけるこのような問題を制度創設時に

かかえるのである。

　それでは負担面に問題は生じないだろうか。積立主義

の年金制度は長生きのリスクを同一世代内部でプールし

ょうとするものである。すなわち同一世代の中で寿命の

短い者が寿命の長い者を助ける仕組一これが積立主義

の年金制度にほかならない。

　高齢者の扶養が一般に親族の手によって私的に行われ

ているときに，このような特徴をもつ年金制度が創設さ
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れると，創設時の青年層は「二重の負担」を背負うこと

になる。すなわち創設時における青年層にとって自分の

両親や祖父母を私的に扶養しなければならないという事

実に変わりはない。しかも年金制度の創設によって自分

の老後は子供や孫に頼らずに自分または自分と同世代の．

者だけで準備しなければならない。

　このような二重の負担は，戦争中のような国家の非常

時にしふ強行できないだろう。平時においては二重の負

担1ご対する抵抗が強いため，制度を創設することは保険

料負担を低く設定しないかぎり困難となる。．日本では，

戦後，企業（事業主）にしても個人にしても負担能力が底

をついていた時代が短くなかった。負担能力については

悲観主義が長く支醜しつづけたのである。

　しかるに低負担のままでは，．拠出を通じてみずからの

稼ぎ出せる金額はタカがしれている。40年間拠幽しても

低負担のままでは老後生活費の最低線さえ稼ぎ出せない

だろう。

　積立主義の年金を創設しようとすると，給付と負担の’

両面におけるこのような問題をどうしても避けて通るこ

とができない。日本では制度創設当初の時期がちょうど

戦後処理のときと重なったため，問題はいっそう深刻と

なった。制度創設時における壮・老の年齢層に対する経

過年金・無拠出年金の給付改善を求める政治的要請はき

わめて強く，その大幅改善は制度改正のたびに実現され

たのである。

　いったい，低負担のままで高額給付はどうして可能と

なったか。制度創設から当分の間は経過年金の受給者し

かいない。しかもその数は保険料を拠出している壮・青

の年齢層よりはるかに少ない。このとき，低い保険料負

担のままでも，壮・青の年齢層が拠出している保険料を

流用すれば経過年金の給付水準を引き上げることができ

る。このような流用は上述のような政治的要請に応える

ため世界各国で行われ，日本も例外ではなかった。

　後の世代の拠出する保険料が完全には積立てられずに

前の世代の年金給付を改善するための財源に充当される

ようたなると，年金制度はも’はや積立主義を維持できな

い。年金制度は前後の世代が助けあう制度に事実上，切

り替えられるのである。日本では積立金が低利でしか運

用されなかったことも，この動きに一段と拍車をかける

結果となった。

　以上で説明したように，公的年金を積立主義の考え方

に基づいて創設することにほもともと無理があった。公

的年金は，ほぼ創設当初から世代と世代の助けあいとい

．う形で運営しなければならない宿命を負っていたのであ
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る。

　公的年金は保険料の積立を基本とはしていない。むし

ろ，強制力を担保ζする世代と世代の助けあいにこそ，

その本質がある2ω。拠出を通じて積立てられるのは受給

権であって保険料ではない。

　補2　公的年金は積立金をなぜ保有するか

　世代と世代の助けあいを制度化したものであるにもか

かわらず，公的年金が積立金を保有しなければならない

理由は何であろうか。

　公的年金の給付水準は一般に制度が成熟化するにつれ

て上昇する。くわえて被保険者（保険料拠出者）に対する

受給者の割合も，制度が成熟するまでの経過期間中にお

いては上昇をつづけていく。要するに，制度創設から成

熟までの経過期聞においては，以上のふたつの要因が作

用して給付費（実質額）は増大の一途を辿ることになる。

　このような費用を文字どおり世代と世代が助けあう形
で，’ ﾏ立金ゼロで賄おうとすれば，公的年金の負担は世

代毎に大きく異なってしまう。後の世代に移るほど公的

年金の負担は高くなってしまう21）。積立金はこのような

負担の高低をなだらかにするために有効である。とくに

経過期間中に人口構造の高齢化が進む場合には積立金の

利用価値は高い22）。

20）　公的年金の基本性格が世代と世代の助けあいに

あるのは，積立主義の年金では負担と給付の両面にお

いて創設そのものに問題があるからであって，ス・ライ

ド制を採用したからでは必ずしもない。実際，スライ

ド制は制度創設からかなりの時間を経過してから採用

されるのが通例である。

21）　ただし前の世代・は一般に，後の世代より重い私

的扶養負担をしている。
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　ただし，このような積立金は多少の利子を稼ぐことで

少しでも後代負担を軽減するためにあり，事前積立を基

本とする私的年金のそれとは明らかに異なる。公的年金

制度が成熟した後には，短期的な資金不足が発生しない

程度に積立金を保有するにすぎない。
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22）．公的年金が積立金を保有する，もう1つの理由は，
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